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3．地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

（16）乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

変更後 変更前 

（16）乳児等通園支援事業（こども誰で

も通園制度） 

多様な働き方やライフスタイルにかかわ

らない形での支援を強化するため、月一

定時間までの利用可能枠の中で、就労要

件を問わず時間単位等で柔軟に利用でき

る通園給付として保育を行います。本市

においては、令和8年度から事業を実施

予定です。なお、実施にあたっては、乳

児等のための支援給付に係る教育・保育

等（教育・保育又は乳児等通園支援をい

う。）を一体的に提供する体制を整備し

ます。 

（16）乳児等通園支援事業（こども誰で

も通園制度） 

多様な働き方やライフスタイルにかかわ

らない形での支援を強化するため、月一

定時間までの利用可能枠の中で、就労要

件を問わず時間単位等で柔軟に利用でき

る通園給付として保育を行います。本市

においては、令和8年度から事業を実施

予定です。             

                  

                  

                   

 

 

 


